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船橋市教育委員会会議５月定例会会議録 

 

１．日  時  令和８年５月２０日（水） 

開 会  午後 ２時００分 

閉 会  午後 ２時２１分 

 

２．場  所  教育委員室 

 

３．出席委員  教  育  長 松 本    淳 

教育長職務代理者 小 島  千 鶴 

委     員 朝 倉  暁 生 

委     員 蓮 池  政 貴 

委     員 大 塚  佳 子 

 

４．出席職員  教育次長 小 栗  俊 一 

管理部長 鈴 木  寿 雄 

学校教育部長 長谷川    右 

生涯学習部長 鈴 木  靖 弘 

教育総務課長 醍 醐  紀 子 

施設課長 髙    誠 司 

総合教育センター所長 和 久  貴 子 

教育支援室長 金 子  勝 一 

市立船橋高校事務長 廣 澤  恵 美 

社会教育課長 安 藤  達 也 

文化課長 板 松  美 保 

西図書館長 柴 山  和香子 

青少年センター所長 石 田  秀 俊 

 

５．議 題 

第１ 前回会議録の承認 

第２ 議決事項 

   議案第２３号 船橋市立船橋特別支援学校金堀校舎敷地の変更について 

   議案第２４号 船橋市教育支援委員会委員の委嘱について 

   議案第２５号 船橋市図書館協議会委員の委嘱について 

   議案第２６号 船橋市青少年センター運営協議会委員の委嘱又は任命について 

   議案第２７号 令和８年第２回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取について  
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第３ 報告事項 

（１） 令和９年船橋市成人式について 

（２） ふれあいキャンプの実施について 

（３） 全国大会の結果報告について 

（４） 文学講座「詩人 中谷順子さんと学ぶ創作のヒント」を開催 

（５） その他 

 

６．議事の内容 

【教育長】 

 それでは、ただいまから教育委員会会議５月定例会を開会いたします。 

 はじめに、会議録の承認につきましてお諮りいたします。 

 ４月１６日に開催いたしました教育委員会会議４月定例会の会議録をお手元にお配り

してございますが、よろしければ承認したいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めますので、当該会議録につきまして承認いたします。 

 それでは、議事に入りますが、本日の案件は、議案第２３号から第２７号の議案５件、

報告事項（１）から（５）の報告事項５件です。 

 議案第２４号から２６号につきましては、教育委員会会議規則第１２条第１項第１号

に、議案第２７号につきましては、同規則第１２条第１項第４号に該当しますので、非

公開としたいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めますので、そのようにいたします。 

 それでは、はじめに議案第２３号について、施設課、説明願います。 
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【施設課長】 

 施設課から議案第２３号「船橋市立船橋特別支援学校金堀校舎敷地の変更について」

ご説明いたします。 

 資料は、本冊の５ページから１１ページでございます。 

 本件は、船橋特別支援学校金堀校舎第２グラウンドに隣接する土地について、土地所

有者と賃貸借契約の締結が完了したことから、グラウンド拡張用地として使用するため、

今回、議案としてお諮りするものです。 

 １１ページをご覧ください。 

 特別支援学校金堀校舎から道路を挟んで北東側の赤枠部分が、今回グラウンド拡張用

地として借用した部分になりまして、３，３３０㎡となります。 

 なお、今回借用した土地は、南東側にある既存の第２グラウンドの赤で囲った部分の

すぐ下の長方形の部分、こちらと一体的に整備して、より大きなグラウンドとして使用

する予定となっております。 

  

【教育長】 

 ただいま説明がありましたが、何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

  

 （各委員意見、質問なし。） 

 

 それでは、議案第２３号「船橋市立船橋特別支援学校金堀校舎敷地の変更について」

を採決いたします。 

 ご異議ございませんか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めます。 

 議案第２３号については、原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第２４号について、総合教育センター、説明願います。 

  

議案第２４号「船橋市教育支援委員会委員の委嘱について」は、教育支援室長より説

明後、審議に入り、全員異議無く原案どおり可決された。 

 

【教育長】 

 続きまして、議案第２５号について、西図書館、説明願います。 
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議案第２５号「船橋市図書館協議会委員の委嘱について」は、西図書館長より説明後、

審議に入り、全員異議無く原案どおり可決された。 

 

【教育長】 

 続きまして、議案第２６号について、青少年センター、説明願います。 

  

 議案第２６号「船橋市青少年センター運営協議会委員の委嘱又は任命について」は、

青少年センター所長より説明後、審議に入り、全員異議無く原案どおり可決された。 

  

【教育長】 

 続きまして、議案第２７号について、施設課、船橋高等学校の順に続けて説明願いま

す。  

  

議案第２７号「令和８年第２回船橋市議会定例会の議案に対する意見聴取について」

は、施設課長及び市立船橋高校事務長より説明後、審議に入り、全員異議無く原案どお

り可決された。 

 

【教育長】 

 続きまして、報告事項に入ります。 

 報告事項（１）について、社会教育課、お願いします。 

  

【社会教育課長】 

 令和９年船橋市成人式についてご説明いたします。 

 教育委員会会議の定例会の資料のほうをご覧ください。１３ページになります。 

 令和９年の成人式につきましては、開催日は令和９年１月１１日の成人の日、会場は、

今回から、ＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹで１４時開式となります。対象

者は、４月１日時点で６，３６３人いらっしゃいます。 

 なお、ＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹに会場が変更となることにつきま

しては、広報ふなばし、令和８年１月１５日号にて周知いたしました。 

 また、ＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹで開催することにより、全ての対

象者を一度に収容することや、保護者観覧スペースを設けることも可能となります。 

 成人式のテーマや記念品につきましては、対象者などで構成される企画運営委員会議

で決定いたします。 

 なお、企画運営委員につきましては、現在募集中でございます。 

 最後に、内容につきましては、詳細な部分を現在検討しているところでございますが、

式典や二十歳のアピールに合わせてライブによる動画配信を実施し、終了後、録画映像
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を一定期間配信いたします。 

  

【教育長】 

 ただいまご報告がございましたが、何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

   

（各委員意見、質問なし。） 

 

 それでは、続きまして、報告事項（２）について、青少年センター、お願いします。 

【青少年センター所長】 

 本冊１５、１６ページ、報告事項（２）をご覧ください。 

 船橋市の不登校児童生徒対策事業の一環であるふれあいキャンプの実施についてご説

明いたします。 

 このキャンプは、昭和５７年から継続実施している事業です。不登校、不登校傾向の

児童生徒が、８月の夏休み期間中に一宮少年自然の家を利用して活動するものです。大

学生のアシスタントや関係職員と２泊３日を一緒に過ごすこととなります。市内の不登

校の児童生徒が増加している中、支援の一助になればと考え、継続実施しております。 

 本年度もホームページの活用や学校関係機関への資料配付、説明等周知に力を入れ、

できるだけ多くの児童生徒の参加を期待しているところです。 

  

【教育長】 

 ただいま報告がございましたが、何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

   

（各委員意見、質問なし。） 

 

 それでは、続きまして、報告事項（３）、（４）につきましては、定例の報告事項で

ございますので、説明を省略したいと思います。何かご意見、ご質問はございますでし

ょうか。 

   

（各委員意見、質問なし。） 

 

 それでは、続きまして報告事項（５）その他で、何か報告したいことがある方は報告

願います。 

 

 （各委員、理事者報告なし。） 
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 それでは、本日予定しておりました議案等の審議を終了いたします。 

 これで教育委員会会議５月定例会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

午後 ２時２１分閉会 

 

 


